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　ピンポーン、インターホンが鳴った。
「ガス給湯器の点検でお伺いしました」と言う。はて？点検を頼んだ覚えは無い。

点検の時は、事前にチラシ等で訪問日時を知らせてくれるはずだし、立会いが必要だ
から急に言われても・・・。こんな経験はありませんか？

ガス漏れがあると怖いし、器具が古くなっているから、と点検してもらったとこ
ろ、「ガス給湯器が痛んでいる、交換したほうがいい」と言われたので契約したが、
点検に来た人は契約しているガス事業者ではなかった、また、「給湯管も傷んでいる
ので交換したほうがいい」と、ガスとは直接関係のない工事契約になった、などのト
ラブルも生じています。

ガス事業法(液化石油ガス法)では、４年に一度以上のガス器具等の点検が事業者に
義務付けされており、点検費用は無料で、ガス器具とガス栓の接続状態やふろがま・
湯沸かし器の給気・排気状態が適正かどうかを確認します。
ガス事業者が点検するにあたっては、事前に訪問予定日と時間帯を記載した「ガス

設備定期保安点検訪問のおしらせ」が配られます。事前にお知らせすること無く点検
しますと訪問したり、電話が来ることは原則ありません。
ガス事業者による法定点検と、点検を口実としてガス器具や給湯器等を販売しよう

とする事業者の点検、ややこしいですが、混同しないようご用心を！

というわけで、突然訪問してきた事業者に対しては、少しでも不安を感じたら「今
日は急なので無理です」と断わるのが正解かもしれません。
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